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研究機関等における適正な動物実験等の実施に向けた基本的考え方について 

～科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会 

ライフサイエンス委員会報告書～ 

 

１． はじめに 

（１）検討の背景 

動物実験等は、人の健康・安全・医療の向上と密接不可分のライフサイエ

ンス研究の進展にとって必要であり、やむを得ない手段である。国公私立大

学や独立行政法人等においては、動物実験等が実施され、その結果に基づく

研究成果も創出されている。 

これまで、国公私立大学や文部科学省所管の独立行政法人等（以下「研究

機関等」という。）においては、昭和６２年の文部省学術国際局長通知（以

下「局長通知」という。）等に基づき、動物実験委員会を設けるなどして、

動物実験指針の整備、その適正な運用に努めてきている。 

一方、昭和６２年以降、動物実験等を取り巻く状況に変化が生じている。

例えば、「動物の愛護及び管理に関する法律（以下「動物愛護法」という。）」

が改正（平成１７年６月）され、動物実験等については、国際的な動物実験

等の理念である「３Ｒ1」が明記された。また、日本学術会議においても、平

成１７年６月「動物実験に対する社会的理解を促進するために」が第７部2報

告として、①国内で統一された動物実験ガイドラインの制定、②自主管理体

制に対する第三者的立場からの評価の仕組みの実現について提言した。 

 

（２）検討の経緯 

このような状況を踏まえ、文部科学省においては、動物愛護法改正等を踏

まえ、研究機関等における適正な動物実験等のあり方について検討を行うこ

とを目的とし、平成１７年６月に科学技術・学術審議会研究計画・評価分科

会ライフサイエンス委員会の下に、「動物実験指針検討作業部会（以下「作

業部会」という。）」を設置した。作業部会においては、平成１７年８月から

平成１８年１月に計６回の会議を開催し、検討を行った。検討の過程では、

関係団体等からのヒアリングのほか、海外における動物実験関係法令等の現

状に関する調査結果報告、国内における実験動物の現状に関する調査結果報

告等を参考にした。また、動物愛護法に基づき環境大臣が定めることとされ

ている「実験動物の飼養及び保管等に関する基準（以下「基準」という。）」

                                                   
1 ３Ｒ：Replacement（代替法の利用）、Reduction（必要 小数の数の利用）、Refinement
（苦痛の軽減）。動物愛護法においては、「科学上の利用の目的を達することができる範囲

において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りそ

の利用に供される動物の数を少なくすること等により」、「その利用に必要な限度において、

できる限りその動物に苦痛を与えない方法によって」とされている。  
2 日本学術会議第７部：日本学術会議法（昭和二十三年法律百二十一号）に基づき設置され

ている部門のうち、医学、歯学、薬学を専門とする部門（平成１７年９月まで） 
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の改定に関する検討が中央環境審議会で行われており、双方の連携も図りつ

つ検討した。 

その結果について、以下の通りまとめる。 

 

２． 動物実験等に関する基本的考え方 

地球上の生物の生命活動を科学的に理解することは、人類の福祉及び動物

の愛護はもちろん、環境の保全と再生などの多くの問題の解決にとって極め

て重要であり、動物実験等はそのために必要であり、やむを得ない手段であ

る。 

このため、研究機関等においては、これまでも局長通知等に基づき、動物

実験委員会を設けるなどして、動物実験指針の整備、その適正な運用を図っ

てきたところであるが、今後も生命科学の進展、医療技術等の開発等に資す

るため、動物実験等が実施されていくものと考えられる。 

一方、動物愛護法の改正において、動物実験等の理念である「３Ｒ」に関

する規程のうち、代替法の利用と必要 小数の数の利用に関する規定が新た

に盛り込まれた。このような動物実験等を取り巻く環境の変化を受け、研究

機関等においては、動物愛護法や基準の趣旨も踏まえ、科学的観点と、動物

愛護の観点を両立させつつ、動物実験等を適正に実施することがより一層重

要となってきている。 

このような現状を踏まえ、研究機関等において、動物実験等を適正に実施

するために遵守すべき基本的事項を示す指針を定めることとした。これによ

り、各研究機関等において、適正な動物実験等の実施の推進を図ることとす

る。 

 

３． 国の策定する基本指針と、各機関が策定する機関内規程等との関係 

文部科学省においては、研究機関等における適正な動物実験等のあり方に

ついての基本的な考え方（以下「基本指針」という。）を定めることが適当

である。 

また、研究機関等においては、文部科学省が示す基本指針を踏まえ、より

具体的な実施方法等を定めた規程（以下「機関内規程」という。）を定める

こととする。なお、機関内規程に盛り込む項目の必要 低限の内容を基本指

針に明記することとする。 

更に、研究機関等が機関内規程を定めるに当たり、モデルとなるガイドラ

インが学界において科学的観点から検討され、研究機関等に示されることが

期待され、同検討を日本学術会議に要請した（平成１７年１１月）。 

 

４． 基本指針に書き込む事項 

 作業部会においては、関係団体のヒアリング結果や局長通知に基づく現行

の枠組みを参考にしつつ、基本指針に書き込むべき事項について、以下の通

り、考え方をまとめた（別添参照）。 
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（１）動物実験等の実施に関する責任体制 

 動物実験等の実施に必要な体制整備を行う主体について、現行の枠組みに

おいては、「大学等の長または関係学部の長が行う」と、責任主体が曖昧に

なっていた。 

しかし、今後は動物実験等の責任主体を明確にするとの観点から、「研究

機関等の長」を責任主体とすることが適当であり、基本指針においては、そ

の旨及び以下の任務について明記すべきである。 

① 研究機関等の長は、適正な動物実験等の実施に必要な措置を講じるこ

と。 

② 研究機関等の長は、動物実験等を行う者（実験実施者）から動物実験

計画の提出を受け、その計画について承認を与える、または与えない

ことができる。 

③ また、研究機関等の長は、動物実験計画の履行結果について報告を受

け、基本指針、機関内規程の遵守状況を把握するとともに、必要に応

じ適正な動物実験等の実施に向けた改善措置を執ることとする。 

 

（２）動物実験委員会 

①動物実験委員会の設置 

基本指針及び研究機関等が定める機関内規程を適切に運用するための体

制として、現行の枠組みにおいては、「動物実験委員会を設けるなどして」

としており、動物実験委員会の設置については研究機関等の判断に任されて

いた。 

しかし、これまでにほとんどの研究機関等において、動物実験委員会が設

置され、動物実験計画の審査等を行い、動物実験等が適正に実施されている

現状等を踏まえ、今後、動物実験等を行う研究機関等においては、研究機関

等の長が動物実験委員会を設置し、動物実験等を適正に実施することを基本

指針に明記すべきである。 

 

②動物実験委員会の役割 

 動物実験委員会の役割については、現行の枠組みでは、明示的に示されて

はいない。しかし、動物実験委員会の構成を考える上でも動物実験委員会の

役割を明確にすることは必要である。 

動物実験委員会は、研究機関等の長の諮問を受け、機関内規程等に基づき、

それぞれの動物実験計画について、科学的合理性の確保（４．（３）①）の

観点から基本指針や機関内規程等に適合しているかどうかについて審査を

行うとともに、その結果について、研究機関等の長に報告するものとし、そ

の旨基本指針に明記すべきである。 

また、動物実験等の履行結果について、研究機関等の長から報告を受け、

必要に応じ助言を行うこととする。 
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③動物実験委員会の構成 

動物実験委員会は、上記②の役割に鑑み、動物実験等又は実験動物に関し

て優れた識見を有する者、その他動物実験等を実施しない者で動物実験等に

関連する学識経験を有する者等のうち、その役割を全うするのに適切な構成

となるよう配慮して研究機関等の長が任命することとする。 

 

（３）動物実験等 

①科学的合理性の確保 

動物実験等を行う際には、科学的合理性の確保に配慮することが必要であ

り、そのためには、動物実験等により得られるデータの信頼性確保の観点か

ら、実験方法及び実験施設・設備の選択に当たっての適切な配慮が必要であ

り、その旨を基本指針に明記すべきである。また、実験計画の立案、実験実

施に当たり、３Ｒに配慮することが重要である。 

 

②動物実験計画の立案 

動物実験計画の立案に当たっては、現行の枠組みでは、「実験動物の専門

家の意見を求める等により、有効適切な実験が行えるようにすることが望ま

しい」としている。 

しかし、今後は、適正な動物実験等が行われることが「望ましい」という

曖昧な記述ではなく「より適正な動物実験等を行えるようにする」とするべ

きである。 

また、実験動物の専門家の意見を求めることについては、動物実験計画立

案から動物実験等を実施するまでのいずれかの段階で意見を求めることが

望ましいものであり、動物実験計画立案時に限定する必要はないと考えられ

る。そのため、基本指針においては、動物実験計画の立案に当たって、科学

的合理性を踏まえ、適正に動物実験等が行われるようにする旨を明記し、実

験動物の専門家の意見を求める時期については、明記しないこととした。 

 

また、動物実験計画は、以下の観点（３Ｒ）を踏まえ、立案されることが

必要である。 

 

（ア）代替法の利用について 

代替法の利用については、現行の枠組みでは、「実験においては、実験動

物を使わない方法によるように努めることも必要である」とされている。 

動物愛護法においては、「科学上の利用の目的を達することができる範囲

において、できる限り動物を供する方法に代わりうるものを利用すること～

（中略）～等により動物を適正に利用することに配慮する」という規定でそ

の主旨が記述されていることから、基本指針においても表現を合わせ明記す

べきである。 
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（イ）実験動物の選択について 

実験動物の選択については、現行の枠組みでは、「実験目的に適した動物

種の選定、実験成績の精度や再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び

微生物学的品質、飼養条件を考慮する必要がある」とされている。 

基本指針においては、平成１７年６月に改正された動物愛護法の「科学上

の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供

される動物の数を少なくすること等により動物を適正に利用することに配

慮する」という規定を踏まえつつ、現行の枠組みで盛り込まれているより具

体的な内容についても引き続き明記すべきである。 

 

（ウ）苦痛の軽減について 

苦痛の軽減については、現行の枠組みでは、「実験操作により、動物に苦

痛を与えないよう配慮すべきこと」とされている。 

動物愛護法の「科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度に

おいて、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければなら

ない」という規定を踏まえ、また基準に合わせた表現で、基本指針に明記す

ることが必要である。 

 

③動物実験施設・設備 

動物実験等を行う施設及び設備については、現行の枠組みでは、特段の規

程はないが、科学的に適正な動物実験等の実施のためには、飼育及び保管の

ための施設と同様に「施設及び設備等の適切な維持管理に配慮」すべき旨を、

基本指針に明記するべきである。 

 

④安全管理上特に注意を払う必要のある実験 

安全上特に注意を払う必要のある点については、現行の枠組みでは、「（供

試動物の選択に当たり）必要に応じて検疫を行うこと」、「物理的、化学的な

材料あるいは病原体を取り扱う動物実験においては、人の安全を確保するこ

とはもとより、飼育環境の汚染により動物が障害を受けたり、実験結果のデ

ータの信頼性が損なわれたりすることのないよう、十分に配慮する必要があ

ること。なお、実験施設の周囲の汚染防止については、施設、設備の状況を

踏まえつつ、特段の注意を払う必要がある」とされている。 

一方、近年では遺伝子組換え動物等の取扱いや、人と動物の共通感染症の

蔓延防止など、新たに安全管理に注意を払う必要のある事象が生じている。

このような状況を踏まえ、新たに「遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）」、「感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）」等関係法令、人及び

動物の安全や健康の確保にも留意すべきであり、その旨を基本指針に明記す

べきである。 
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（４）実験動物の飼養及び保管 

実験動物の飼養及び保管については、現行の枠組みでは、「科学的にかつ

動物福祉の観点から見て適正な動物実験を実施するためには、施設、設備等

の適切な維持・管理に配慮し、適切な給餌、給水等の飼育管理を行う必要が

ある」とされており、引き続き、基本指針においてもその趣旨を明記すべき

である。 

なお、実験動物の飼養及び保管に係る更なる詳細については、基準を踏ま

え、機関内規程等で対応することが適当である。 

 

（５）その他 

①教育訓練等について 

実験実施者等に対して行う教育訓練等については、現行の枠組みでは特段

の規程はない。 

一方、関係団体等のヒアリングの際にも意見として出されたが、動物実験

等の適正な実施及び実験動物の飼養・保管を行うためには、実験実施者等の

資質向上を目的とし、教育訓練等の必要な措置を講じることが必要である。 

そのため、教育訓練等に関する内容を基本指針に明記すべきである。その

際、教育訓練等の内容については、研究内容、施設及び設備の状況、動物の

種類等によって異なることから、基本指針においては、研究機関等が実施す

る教育訓練等の基本的考え方（関係法令等に関する知識の習得、適正な動物

実験等の実施、事後措置を含む適切な実験動物の飼養・保管を行うために必

要な基礎知識等）を明記し、具体的内容については、機関内規程で対応する

ことが適当である。 

 

②動物実験等の適正な実施に係る評価等について 

動物実験等の適正な実施に係る評価については、現行の枠組みでは、特段

の規定はない。 

一方、動物実験等の必要性について社会の理解を得るためには、その透明

性の確保に努めることが必要である。 

そのため、基本指針において、評価のあり方に関する内容を明記するべき

である。具体的には、研究機関等の長は、年１回程度、動物実験等の基本指

針適合性に関する自己点検・評価を行うとともに、その結果について当該研

究機関等以外の者による検証を行うよう努めることとする。またその結果に

ついては、研究機関等のホームページを活用するなどして公表することとす

る。 

当該研究機関等以外の者による検証のあり方については、研究機関等の長

が適切に判断するものであるが、研究機関等の長が当該研究機関等以外の者

を委嘱することによる新たな委員会の設置や、さらには複数の研究機関等が
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共同して委員会を設けることによる相互評価などが考えられる。 

 

③情報公開について 

情報公開については、現行の枠組み体制では、特段の規程はない。 

一方、動物実験等の必要性について社会の理解を得、また透明性を確保し

つつ動物実験等を行うためには、適切に情報を公開していくことが重要であ

る。 

そのため、基本指針に情報公開に関する内容を明記すべきである。その内

容、手段、時期等については、各研究機関等において適切に判断することが

適当であるが、基本指針において例示するものとする。 

内容については、研究機関等が定める機関内規程や動物実験等に関する自

己点検・評価、当該研究機関等以外の者による検証の結果、実験動物の飼養・

保管の状況等に関する情報等を公開することが考えられる。また、それらに

ついては年１回程度、ホームページ、年報、閲覧による公開等を行う。 
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（別添） 

 

 

研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（案） 

 

前文 

地球上の生物の生命活動を科学的に理解することは、人類の福祉及び動物の

愛護はもちろん、環境の保全と再生などの多くの課題の解決にとって極めて重

要であり、動物実験等はそのために必要であり、やむを得ない手段である。 

このため、研究機関等においては、これまでも大学等における動物実験につ

いて（昭和 62 年５月文部省学術国際局長通知）等に基づき、動物実験委員会を

設けるなどして、動物実験指針の整備及びその適正な運用に努めてきたところ

であるが、今後も生命科学の進展、医療技術等の開発等に資するため、動物実

験等が実施されていくものと考えられる。 

一方、平成 17 年６月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法

律（平成 17 年法律第 68 号）が公布され、動物実験等に関する理念である「３

Ｒ（Replacement(代替法の利用)、Reduction(必要 小数の数の利用)、

Refinement(苦痛の軽減)）」に関する規定のうち、代替法の利用及び必要 小数

の数の利用に関する規定が新たに盛り込まれた。 

このような動物実験等を取り巻く環境の変化を受け、研究機関等においては、

科学上の必要性のみならず、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律

第 105 号。以下「動物愛護法」という。）及び実験動物の飼養及び保管等に関す

る基準（昭和 55 年総理府告示第６号。以下「基準」という。）の規定も踏まえ、

科学的観点と動物の愛護の観点を両立させつつ、動物実験等を適正に実施する

ことがより一層重要となってきている。 

このような現状を踏まえ、動物実験等を適正に実施するために遵守すべき基

本的事項を示す指針（以下「基本指針」という。）をここに定めることとした。

これにより、各研究機関等における、適正な動物実験等の実施の推進を図るこ

ととする。 

 

第１ 定義 

 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）動物実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他

の科学上の利用に供することをいう。 

（２）実験動物 動物実験等のため、施設で飼養し、又は保管している哺
ほ

乳類、

鳥類及び爬
は

虫類に属する動物をいう。 

（３）研究機関等 科学技術に関する試験、研究若しくは開発又は学術研究  

を行う機関であって、次の各号に掲げるものをいう。 
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①大学 

②大学共同利用機関法人 

③高等専門学校 

④文部科学省の施設等機関 

⑤独立行政法人（文部科学省が所管するものに限る。） 

⑥民法（明治 29 年法律第 89 号）第 34 条の規定により設立された法人（文 

 部科学省が所管するものに限る。） 

（４）研究機関等の長 次の各号に掲げる研究機関等の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める者をいう。 

①大学 学長 

②大学共同利用機関法人 機構長 

③高等専門学校 校長 

④文部科学省の施設等機関 所長 

⑤独立行政法人 理事長 

⑥民法第 34 条の規定により設立された法人 理事長 

（５）動物実験計画 動物実験等を実施するために事前に立案する計画をいう。 

（６）動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。 

（７）動物実験責任者 動物実験実施者のうち、個々の動物実験計画に係る業

務を統括する者をいう。 

 

第２ 研究機関等の長の責務 

１ 研究機関等の長の責務 

研究機関等の長は、研究機関等における動物実験等の実施に関する 終的な

責任を有し、動物実験委員会の設置、機関内規程（次項に規定するものをいう。）

の策定その他動物実験等の適正な実施のために必要な措置を講じること。 

 

２ 機関内規程の策定 

 研究機関等の長は、動物愛護法、基準その他の動物実験等に関する法令（告

示を含む。）の規定を踏まえ、動物実験施設の整備及び管理の方法並びに動物実

験等の具体的な実施方法等を定めた規程（以下「機関内規程」という。）を策定

すること。 

 

３ 動物実験計画の承認 

 研究機関等の長は、動物実験責任者から提出された動物実験計画について、

動物実験委員会の審査を経て承認を与え、又は与えないこと。 

 

４ 動物実験計画の履行結果の把握 

 研究機関等の長は、動物実験等の終了の後、動物実験計画の履行結果につい

て報告を受け、必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を執るこ

と。 
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第３ 動物実験委員会 

１ 動物実験委員会の設置 

 研究機関等の長は、動物実験委員会を設置すること。 

 

２ 動物実験委員会の役割 

 動物実験委員会は、次に掲げる業務を行うこと。 

①研究機関等の長の諮問を受け、動物実験責任者から提出された動物実験計画

が基本指針及び機関内規程等に適合しているかどうかの審査を行い、審査結果

を研究機関等の長に報告すること。 

②動物実験計画の履行結果について、研究機関等の長より報告を受け、必要に

応じ助言を行うこと。 

 

３ 動物実験委員会の構成 

 動物実験委員会は、研究機関等の長が任命した委員により構成すること。そ

の構成は、動物実験等又は実験動物に関して優れた識見を有する者その他の学

識経験を有する者のうちから任命することとし、その役割を全うするのに適切

なものとなるよう配慮すること。 

 

第４ 動物実験等の実施 

１ 科学的合理性の確保 

 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する

観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、動物実験等を適

正に実施すること。 

 

（１）適正な動物実験等の方法の選択 

 次に掲げる事項に配慮し、適正な動物実験等の方法を選択して実施すること。 

①代替法の利用 

 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り実験動

物を供する方法に代わり得るものを利用すること等により実験動物を適切に利

用することに配慮すること。 

②実験動物の選択 

 実験動物の選択に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範

囲において、できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること等

により実験動物を適切に利用することに配慮すること。この場合において、動

物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度や再現性を左

右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質、飼養条件を考慮する必要

があること（Ｐ）。 

③苦痛の軽減 

 科学上の利用に必要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与え
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ない方法によってすること。 

 

（２）動物実験等の施設及び設備 

適切に維持管理された施設及び設備を用いて実施すること。 

 

２ 安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等 

 安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等を実施する際には、次に掲

げる事項に配慮すること。 

① 物理的、化学的な材料又は病原体を取り扱う動物実験等、人や実験動物の

安全や健康及び周辺環境に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を行う際

には、研究機関等における施設及び設備の状況を踏まえつつ、動物実験実

施者等の安全確保、健康保持に特段の注意を払うこと。 

② 飼育環境の汚染により実験動物が傷害を受けることのないよう施設及び設

備を保持するとともに、必要に応じ、検疫を行うなどして、健康保持に配

慮すること。 

③ 遺伝子組換え動物を用いる動物実験等、生態系に影響を及ぼす可能性のあ

る動物実験等を実施する際には、研究機関等における施設及び設備の状況

を踏まえつつ、遺伝子組換え動物の逸走防止等に特段の注意を払うこと。 

 

第５ 実験動物の飼養及び保管 

 実験動物の飼養及び保管は、基準を踏まえ、科学的観点及び動物の愛護の観

点から適切に実施すること。 

 

第６ その他 

１ 教育訓練等の実施 

 研究機関等の長は、動物実験実施者等に対し、適正な動物実験等の実施並び

に実験動物の適切な飼養及び保管を行うために必要な基礎知識の修得を目的と

した教育訓練の実施その他動物実験実施者の資質向上を図るために必要な措置

を講じること。 

 

２ 基本指針への適合性に関する自己点検・評価及び検証 

 研究機関等の長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、定期

的に、研究機関等において実施された動物実験等の基本指針への適合性に関し、

自ら点検及び評価を行うとともに、当該点検及び評価の結果について、当該研

究機関等以外の者による検証を行うことに努めること。 

 

３ 情報公開 

 研究機関等の長は、研究機関等における動物実験等に関する情報（例：機関

内規程や動物実験等に関する点検及び評価、当該研究機関等以外の者による検

証の結果、実験動物の飼養及び保管の状況等）について、年１回程度公開をす
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ること。この場合において、ホームページ、年報又は閲覧による公開など適切

な手段により行うこと。 

 

附則 

 この指針は、平成 18 年 月 日から適用する。 
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（参考１） 

 

関係団体等からの主な意見について 

～第２回動物実験指針検討作業部会 ヒアリング結果～ 

 

（意見聴取先） 

・ 日本学術会議 実験動物研究連絡委員会（以下、学術会議） 

・ 日本生理学会、日本神経科学学会（以下、生理、神経学会） 

・ 国立大学動物実験施設協議会、公私立大学実験動物施設協議会（以下、

国動協、公私動協） 

・ 動物との共生を考える連絡会、日本動物福祉協会、日本動物愛護協会

（以下、連絡会等） 

 

 ご意見 対応結果 

基本指針は国で作成すること（学

術会議、生理、神経学会） 

文部科学省において、基本指針を策定 機
関
内
規
程 

機関内規程は学界が定めること

（学術会議、生理、神経学会） 

機関内規程は大学等において定めることと

し、大学等が機関内規程を定めるに当たり、

モデルとなるガイドラインの検討を日本学

術会議に要請 

実験計画書に３Ｒに関する事項

を義務づけ（連絡会等） 

基本指針に３Ｒについて記述 実
験
計
画 実験計画書への動物入手先の記

録（連絡会等） 

機関内規程で対応すべき事項 

動
物
の

選
択 

実験動物の入手先の限定化（連絡

会等） 

大学等において適切に対応すべき事項 

飼
養
・

管
理 

実験動物の個体識別管理（連絡会

等） 

環境省基準で対応すべき事項 

情
報

公
開

実験計画書等関係記録の保管（連

絡会等） 

情報公開に関する関係法令で担保すべき事

項 

教
育 

 

訓
練
等 

研究者に対し、関係法令の遵守、

動物の健康、福祉、生命尊重等を

理解させる（連絡会等） 

基本指針に教育訓練等について記述 
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専門的見地から動物実験を評価

するシステム構築（システムの詳

細に関する内容を含む）（学術会議、

生理、神経学会） 

評
価
等 

第三者機関による評価の義務づ

け（連絡会等） 

基本指針に研究機関等における自己点検・

評価、当該研究機関等以外の者による検証

について記述 

動物実験倫理委員会設置、研究者

以外のメンバーによる組織（連絡

会等） 

基本指針「自己点検・評価、検証」に趣旨

を反映 

自治体への報告義務（連絡会等）

自治体への動物実験施設届出（連

絡会等） 

自治体担当職員等による立ち入

り調査（連絡会等） 

自治体への業務付加であり、法改正を必要

とすべき事項 

そ
の
他 

動物取扱業への実験動物繁殖・販

売業者の追加（連絡会等） 

動物愛護法第10条の改正を必要とすべき事

項 
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（参考２） 

 

平成１７年６月２２日 

ライフサイエンス委員会 

 

ライフサイエンス委員会の下に設置する作業部会と 

主な審議内容 

 

 

○ プロテオミクス研究戦略作業部会 

－タンパク３０００プロジェクトの進展、内外の研究動向を踏まえたタンパク

研究戦略 

 

 

○ ゲノム・遺伝子発現研究戦略作業部会 

－今後のゲノム研究の展開（機能性ＲＮＡ研究も含む） 

 

 

○ データベース整備戦略作業部会 

－ライフサイエンス研究に関するデータベース整備の改善（統合化、連携の強

化等） 

 

 

○ バイオリソース整備戦略作業部会 

－ナショナルバイオリソースプロジェクトの進展等を踏まえた今後のバイオリ

ソース整備の在り方 

 

 

○ 動物実験指針検討作業部会 

－「動物の愛護と管理に関する法律」改正等を踏まえた適切な動物実験の進め

方（基本的な考えを示す指針の検討） 
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（参考３） 

 

科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 

ライフサイエンス委員会 動物実験指針検討作業部会 委員名簿 

 

 

浦野 徹 （獣医学） 熊本大学生命資源研究・支援センター教授 

小幡 裕一 （理学） （独）理化学研究所バイオリソースセンター 

センター長 

○甲斐 知恵子（獣医学） 東京大学医科学研究所実験動物研究施設教授 

片山 容一 （医学） 日本大学医学部教授 

◎勝木 元也 （理学）  自然科学研究機構基礎生物学研究所長 

篠田 義一 （医学）  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 

島田 寿子 （弁護士）  協和綜合法律事務所弁護士 

○末松 誠  （医学（生体ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）） 慶應義塾大学医学部教授 

高木 美也子（生命倫理学）日本大学総合科学研究所教授 

高橋 隆雄 （倫理学） 熊本大学文学部教授 

○丹治 順  （医学） 玉川大学学術研究所脳科学研究施設教授 

○野本 明男 （医学） 東京大学大学院医学系研究科教授 

○南  砂  （マスコミ） 読売新聞東京本社編集局解説部次長 

山口 千津子（獣医学）  （社）日本動物福祉協会獣医師調査員 

 

◎主査 

○ライフサイエンス委員 
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（参考４） 

 

動物実験指針検討作業部会における検討スケジュール 

※ 平成１８年１月３０日現在 
 
平成 17 年 8 月 11 日   第１回動物実験指針検討作業部会 

・ 動物実験に関する経緯について 
・ 今後の検討の進め方について 
・ フリーディスカッション 
 

平成 17 年 10 月 4 日  第２回動物実験指針検討作業部会 
・ 関係団体等からのヒアリング 
・ 海外における動物実験関係の法令及び実態について調査報告 
・ 国内の動物実験の状況について報告 
・ フリーディスカッション 
 

平成 17 年 10 月 31 日 第３回動物実験指針検討作業部会 
・ 動物実験指針策定に関する論点整理 
 

平成 17 年 11 月 28 日 第４回動物実験指針検討作業部会 
・ 動物実験指針策定に関する論点整理（２） 

 
平成 17 年 12 月 16 日 第５回動物実験指針検討作業部会 

・ 動物実験指針策定に関する論点整理（３） 
 

平成 18 年１月 10 日  第６回動物実験指針検討作業部会 
・ 動物実験指針に関する報告書（案）について 
 

平成 18 年１月 19 日  ライフサイエンス委員会 
・ 動物実験指針に関する報告書（案）について報告 
 

平成 18 年１月 30 日～２月 28 日 パブリック・コメントの実施 
 
 
平成 18 年 3 月～4 月頃（予定） 第７回動物実験指針検討作業部会 

・ パブリック・コメント結果報告 
・ 動物実験指針に関する報告書（案）の検討 

 
平成 18 年 4 月下旬～5 月頃（予定） ライフサイエンス委員会 

・ パブリック・コメント結果報告 
・ 動物実験指針に関する報告書（案）について報告・検討 



 

18 

（参考５） 

 

17 文科振第 629 号 
平成 17 年 11 月 22 日 

 
日本学術会議 
会長 黒 川  清 殿 

 
 

文部科学省研究振興局長 
清 水  潔 

 
 
 

動物実験の適正な実施に向けたガイドラインの策定について（依頼） 
 
 現在、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会ライフサイエンス委員会

動物実験指針検討作業部会においては、「『動物の愛護と管理に関する法律』改

正等を踏まえた適切な動物実験の進め方」について検討を進めており、これま

で３回の会議を開催いたしました。検討の結果、国において基本的な考えを示

す指針（基本指針：平成 18 年 6 月目途）をとりまとめるとともに、同基本指針

を踏まえた具体的な規程（機関内規程）は各機関が策定する予定としておりま

す。 
 つきましては、各機関において具体的な機関内規程を定めるにあたり、貴会

議において、科学的観点からモデルとなるガイドラインをご検討いただきます

ようお願いいたします。 
 
 

（本件事務連絡先） 
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 

                   ライフサイエンス係長 藤原 志保 
〒100-8959 

東京都千代田区丸の内 2-5-1 
TEL:03-6734-4106 
FAX:03-6734-4109 
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（参考６） 

 

文 学 情 第１４１号 

昭和６２年５月２５日 

 

 

各国公私立大学長 

各大学共同利用機関長    殿 

各国公私立高等専門学校長 

 

 

 

文部省学術国際局長       

植 木  浩      

 

 

 

大学等における動物実験について（通知） 

 

 近年、大学等における動物実験は、バイオサイエンス研究の急速な発展とと

もに、医学、生物学、農学等の生物系研究領域において、その重要性がますま

す高まっております。他方、動物実験については、科学的にはもとより、動物

福祉の立場からも適切な配慮が必要であるとの提言や指摘が関係学会等でも

なされております。また、国際的にも、動物福祉にも配慮した動物実験指針の

作成が要請されるようになっております。 

 我が国では、すでに、「動物の保護及び管理に関する法律」（昭和４８年法

律第１０５号）及び「実験動物の飼養及び保管に関する基準」（昭和５５年総

理府告示第６号）が制定されていますが、特に、動物実験を行う研究者も多い

大学等においては、今後、それぞれの状況に応じ、動物実験の立場から、適切

な実験指針を整備していくことが重要な課題となっております。 

 このような状況にかんがみ、学術審議会においては、かねてから、大学等に

おける動物実験の在り方について検討が行われてきましたが、このたび、その

検討結果が「大学等における動物実験の実施に関する基本的な考え方について

（報告）」として別添のとおり取りまとめられました。 

 ついては、貴学（校・機関）において動物実験が行われる場合には、上記の

法律及び基準によるほか、上記の報告を踏まえつつ、下記の諸点に留意の上、

動物実験の指針を整備するとともに、関係職員等に対し指針の周知徹底を図る

などして、動物実験が有効適切に行われるよう、特段の御配慮をお願いします。 
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記 

 

1.  動物実験の指針は、当該大学等の研究上の必要等を勘案しつつ、次のよう

な原則的な考え方に基づき整備すること。 
 

（l）実験計画の立案 

実験計画の立案に当たっては、実験動物の専門家の意見を求める等によ

り、有効適切な実験が行えるようにすることが望ましいこと。なお、実験に

おいては、実験動物を使わない方法によるように努めることも必要であるこ

と。 
 

（2）供試動物の選択 

供試動物の選択に当たっては、実験目的に適した動物種の選定、実験成績

の精度や再現性を左右する供試動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質、飼

養条件を考慮する必要があること。また、必要に応じて、検疫を行うこと。 
 

（3）実験動物の飼育管理 

科学的にかつ動物福祉の観点からみて適正な動物実験を実施するために

は、施設、設備等の適切な維持・管理に配慮し、適切な給餌、給水等の飼育

管理を行う必要があること。 
 

（4）実験操作 

実験操作により、動物に無用な苦痛を与えないよう配慮すべきこと。この

ことは、科学的に適正な動物実験のためにも、また、動物福祉のためにも必

要であること。 
 

（5）安全管理に特に注意を払う必要のある実験 

物理的、化学的な材料あるいは病原体を取り扱う動物実験においては、人

の安全を確保することはもとより、飼育環境の汚染により動物が障害を受け

たり、実験結果のデータの信頼性が損なわれたりすることのないよう、十分

に配慮する必要があること。なお、実験施設の周囲の汚染防止については、

施設、設備の状況を踏まえつつ、特段の注意を払う必要があること。 
 

（6）動物実験委員会の設置 

動物実験委員会を設けるなどして、動物実験指針の適正な運用を図るこ

と。委員会は、当該大学等の実験動物の専門家、実験者、その他必要と認め

られる者によって構成することが望ましいこと。 

また、動物実験委員会は、当該大学等の動物実験施設の運営委員会など既

存の組織の改組、拡充によって整備することも可能であること。 

 

2.  動物実験の指針及び動物実験委員会の整備については、各大学等の実情に

応じて、大学等の長又は関係学部等の長が行うものとすること。 
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